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令 和 8 年 6 月 1 日 
道路局道路交通管理課  

道路局環境安全・防災課 

国土技術政策総合研究所 
 

ETC2.0プローブデータのオープン化に向け試行します 
～新たな調査協力者の公募について～

1. 概要 
国土交通省では、ETC2.0 プローブデータを渋滞箇所の把握、生活道路の交通安

全対策、災害時の通行実績把握等に活用するとともに、昨年度からは ETC2.0 プロ

ーブデータのオープン化に向けた試行を進めております。 
このたび、昨年度に引き続いて、国土技術政策総合研究所において、地方公共

団体等が ETC2.0 プローブデータを利活用する際の課題を把握するため、

「ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査」を実施します。そこ

で、昨年度に引き続いて、ETC2.0 プローブデータを集計・分析する地方公共団体

等を調査協力者として公募いたしますので、お知らせします。併せて、令和 7 年

度の試行における調査協力者による分析結果の事例集を公開します。今年度の公

募に参加を検討される際の参考としてください。 
※ 令和 7 年度の試行に参加した団体のうち、試行継続の希望があった 16 団体に

ついては、引き続き試行に参加します。 
 

なお、令和 7 年度の試行に参加した地方公共団体からは、ETC2.0 プローブデー

タの活用ニーズのひとつとして、危険箇所の抽出など交通安全対策への活用が寄

せられていることから、分析にも活用可能な急挙動データの一部を６月上旬まで

に公開します。今後、順次、公開地区等の拡充も図っていく予定です。 
 

2. ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた試行の公募について 
① 公募内容 
「公募要領」（別添 1）のとおり 

※令和 7 年度公募と異なり、これまでにプローブデータの利活用実績がない地

方公共団体からの応募も可能としております。 
② 募集期間 
令和 8 年 6 月 1 日（月）から令和 8 年 7 月 31 日（金）12 時まで 

地方公共団体等が ETC2.0 プローブデータを利活用する際の課題を把握するための調査

を実施しています。このたび、昨年度に引き続いて、ETC2.0 プローブデータを集計・分析

する地方公共団体等を調査協力者として公募します。 
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③ 応募方法 
 申請者は、各地方整備局等に応募内容について予め相談のうえ、申請書類一

式を「④提出先」のメールアドレスに提出して下さい。 
 
④ 提出先 
国土交通省 国土技術政策総合研究所 
道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 
E-mail：nil-itsd●ki.mlit.go.jp 
※メールアドレスは、●を@に変換して送信して下さい。 

3. 令和 7 年度試行での分析結果の事例集について 
「令和 7 年度試行分析事例集（概要版）」（別添 2）のとおり 
※分析結果の事例集の全体版は下記の国土技術政策総合研究所ウェブサイトに

掲載しておりますので、そちらもご覧ください。 
https://www.nilim.go.jp/lab/qcg/research/etc-2.0.html 

4. 交通安全対策への活用に向けた急挙動データの一部公開 
地方公共団体における交通安全対策への ETC2.0 プローブデータの活用を促進す

るため、ゾーン 30 プラス 10 地区の急挙動データ（令和６年４月から令和７年３

月までの１年間のデータ）及びその活用方法を示した解説書を下記「道路データ

プラットフォーム」のウェブサイトに６月上旬までに公開予定（別添 3 参照） 
 https://www.xroad.mlit.go.jp/ 
 

5. 参考資料 
別添 1：公募要領 
別添 2：令和 7 年度試行分析事例集（概要版） 
別添 3：交通安全対策への活用に向けた急挙動データの一部公開 

 

 

【問合せ先】 
（ETC2.0 の施策に関すること） 

道路局 道路交通管理課 高度道路交通システム推進室 大嶋、馬籠 
TEL：代表 03-5253-8111（内線 37465）、直通 03-5253-8484 

（交通安全対策への活用に向けた ETC2.0 プローブデータの公開に関すること） 
 道路局 環境安全・防災課 道路交通安全対策室 北村、関 
  TEL：代表 03-5253-8111（内線 38155）、直通 03-5253-8907 
（公募内容に関すること） 

国土技術政策総合研究所 道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 鈴木 
TEL：029-864-7868 
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ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査 
調査協力者の公募要領（令和 8 年度版） 

 
 
１．背景と目的 

国土交通省は、道路上に ETC2.0 路側機（以下「路側機」という。）を整備し、ETC2.0
車載器（以下「車載器」という。）を装着した車両が路側機を通過する際に、車載器に

蓄積されたデータを取得している。当該データは、車両の情報、走行履歴、挙動履歴で

構成されており、個別の車両が特定できないよう処理されたデータ（以下「ETC2.0 プ

ローブデータ」という。）は、道路管理者（国土交通省及び高速道路会社）が渋滞対策、

交通安全対策、災害時の通行実績の把握等に活用している。また、国土交通省では、

ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた各種検討を進めているところである。 
国土交通省国土技術政策総合研究所（以下「国総研」という。）では、過年度に地方

公共団体における ETC2.0 プローブデータの利活用ニーズ、当該ニーズを踏まえたデー

タの具体的な活用方法等について官民共同研究で調査してきた。令和７年度からは、地

方公共団体による ETC2.0 プローブデータの利活用を見据えて、データの利活用面での

実務的課題を抽出するための基礎調査（以下「本調査」という。）を実施しており、令

和８年度においても更なる課題や手法改善案等の調査を進めるべく、当該調査の目的に

おいて ETC2.0 プローブデータを集計・分析する地方公共団体等（調査協力者）を新た

に公募するものである。 
なお、本公募要領は、調査協力者の公募に必要な内容を定めるものであり、一般財団

法人 ITSサービス高度化機構（以下「ITS-TEA」という。）による調査協力者へのETC2.0
プローブデータの具体的な貸与方法や、国総研による調査協力者への具体的な調査内容

については、今後、具体化を図る予定である。 
 
２．調査内容等について 
（１）調査概要 
  本調査は、地方公共団体等による ETC2.0 プローブデータの利活用を見据えて、地

方公共団体等が ETC2.0 プローブデータを利活用する際の課題や改善事項等を調査

するものである。本調査では、地方公共団体等を調査協力者として採択し、国土交通

省から、本調査において必要なデータの抽出・処理を行う者（ITS-TEA）を介して

ETC2.0 プローブデータを貸与する。また、調査協力者は、貸与された ETC2.0 プロ

ーブデータを実際に利活用し、国総研及び ITS-TEA は当該結果を踏まえて地方公共

団体によるデータの利活用面での実務的課題を調査する。 
なお、調査協力者に貸与される ETC2.0 プローブデータは、対象地域は調査協力者

の利活用目的に応じてデータが必要となる地域、対象期間は令和２年１月分から令和

別添１ 
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８年３月分までのデータを抽出して貸与することを想定している。貸与データの詳細

については、ITS-TEA も交えて調査協力者の採択後に個別の相談・調整を行う。令

和８年度分のデータ貸与を希望された場合や、大量のデータ貸与を希望された場合等

においては、初期の貸与作業が一段落した後に、貸与対象・貸与時期等の詳細につい

て調査協力者における利活用目的や全調査協力者からの貸与要望も踏まえて国で

ITS-TEA と協議の上実施の可否を別途検討し決定する。 
 
（２）調査協力者数の目安 

  令和８年度公募において採択する調査協力者数は、20団体程度を想定している。 
 
（３）調査スケジュール 
  本調査は、以下のスケジュールで実施することを想定している。 
  令和８年６月～７月 ：調査協力者の公募・選定 

  ８月～９月 ：調査協力者の採択・協定締結・貸与データ調整 
９月～   ：ETC2.0 プローブデータの貸与（※） 

調査協力者による ETC2.0 プローブデータの利活用 
      12 月～ ：調査協力者へのヒアリング調査 
  令和９年２月 ：本調査結果のとりまとめ 
 
※各調査協力者への当初のデータ貸与は、昨年度の実績を踏まえ貸与データ調整が整っ

てから３か月以内を目途に実施する予定としている。ただし、実際の貸与時期は今回

採択される調査協力者数や各団体から希望された貸与データ総量等にも応じて変動

することや、貸与希望データの対象期間次第では調査期間中に貸与できるデータが一

部に限定されることがあり得る。 
 
（４）費用分担 

 本調査では、調査協力者に対して ETC2.0 プローブデータを無償で貸与する。調査

協力者は、貸与された ETC2.0 プローブデータを用いて、自らの費用でデータの集

計・分析を行うとともに、成果を作成し、国土交通省に共有する。 
なお、ETC2.0 プローブデータの集計・分析及び成果の作成については、調査協力

者が自ら実施するほか、守秘義務等を課した上で調査協力者から建設コンサルタント

等へ外部委託して実施することも可とする。 
 
３．本調査への参加について 
（１）参加要件 

調査協力者は、以下の①～⑥の条件をすべて満足すること。 



3 
 

① 地方自治法第一条の三に示す普通地方公共団体または特別地方公共団体であ

ること。または、地方公共団体を代表者とする共同体であること。なお、当該

共同体における地方公共団体以外の構成員としては、観光地域づくり法人、大

学等の研究機関等を想定している。 
② ETC2.0 プローブデータの利活用のための予算・体制が確保されていること。 
③ 申請に先立って、地方整備局等（別紙参照）に事前相談していること。 
④ 国土交通省が貸与した ETC2.0 プローブデータを用いて作成した成果につい

て、国土交通省に無償で提出すること。 
⑤ ETC2.0 プローブデータの利活用後、国土交通省によるヒアリング調査に協力す

ること。なお、ヒアリング調査の具体の項目として、以下の項目を想定している。 
・ ETC2.0 プローブデータ提供時の加工の要否、希望する加工対象・内容 
・ ETC2.0 プローブデータの提供に係る手数料（希望額） 
・ ETC2.0 プローブデータの利用ニーズが高い行政課題（施策） 
・ 当該課題（施策）に応じて、提供を希望するデータ項目（現時点では取得ま

たは集計されていないデータを含む） 
・ ETC2.0 プローブデータの利活用に要した費用・時間 
・ ETC2.0 プローブデータを使用した所感 
・ ETC2.0 プローブデータの利活用体制（応募時と実際の利活用体制との差異、

外部委託の有無） 等 
⑥ 本調査の終了後、国土交通省から貸与された ETC2.0 プローブデータ（当該デ

ータのコピー及び加工したデータを含む）を消去すること。 
 
なお、申請者が多数の場合、参加申請書において以下に示す観点が満たされること

が確認できる場合は優位に評価して絞り込み、調査協力者を選定する。 
 
① 代表者となる地方公共団体がプローブデータ（※１）を利活用した実績（※２）

があること。 
    ※１：携帯電話、カーナビ、自動車に搭載されたセンサ等を用いて取得された、人ま

たは車両の移動や滞在の状況が分かるデータ。ETC2.0 プローブデータに限らず、

民間企業等が収集・提供している様々なプローブデータも含む。 
※２：「地方公共団体がプローブデータを利活用した実績」とは、地方公共団体自らが

プローブデータを直接集計・分析した実績に加え、地方公共団体が民間企業等に

委託してプローブデータを集計・分析した実績や、地方公共団体と国土交通省の

双方が所属する協議会等において国土交通省による ETC2.0 プローブデータの

集計・分析結果を取り扱った実績、地方公共団体が国土交通省からの技術支援と

して ETC2.0 プローブデータの集計・分析結果の提供を受けた実績も認める。 
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② ETC2.0 プローブデータを経年的な道路交通状況の把握を目的として継続的に

利活用する計画であること。 
 
（２）提出書類（申請書） 

  別添「ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査 参加申請書」に必

要事項を記載して提出する。なお、共同体での申請の場合は代表者（地方公共団体に

限る）を定め、代表者が申請書を提出すること。 
 
（３）提出方法 

  申請者は、各地の地方整備局等に利活用計画や体制等について予め相談のうえ、申

請書類一式を「（５）提出先」のメールアドレスに提出すること。 
※ 提出後、内容についての確認、またはヒアリングを行う場合がある。 

 
（４）受付期間 

令和８年 6月 1日（月）～令和８年７月 31 日（金）12 時 

 
（５）提出先 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 
道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 
nil-itsd●ki.mlit.go.jp 
※メールアドレスは●を@に変換して送信して下さい。 

 
４．調査協力者の採択について 

（１）採択方法 

国総研において、申請書を確認し、調査協力者の採択を行う。 
 
（２）採択結果の連絡 

採択結果は、調査協力者宛てに連絡するとともに、国土交通省のホームページ等に

おいて公表を予定している。また、調査協力者の採択後、国総研、国土交通省道路局

及び調査協力者との間で本調査に関する協定を締結することを予定している。 
 
（３）成果の提出等 

  調査協力者は、ETC2.0 プローブデータを集計・分析した成果（報告書等）につい

て、別途指定する期日までに国総研に提出する。提出期限は、令和９年１月を目途と

する。提出された報告書等は、国土交通省において道路施策の企画立案、学会・講演

会等で発表、HP 等で公表することがある。 
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また、国総研は、ETC2.0 プローブデータを活用するにあたっての実務的課題を把

握するためのヒアリング調査を実施予定であるため、調査協力者は当該ヒアリング調

査に協力すること。 
なお、ITS-TEA が上記のヒアリング調査にも同席することを予定している。 

 
５．留意事項 

 申請書を提出する者は、本公募要領に記載の事項に合意したものとする。また、採択

後、公募要領の内容が尊守されない場合や申請書に事実と異なる記載が確認された場合、

他の不誠実な対応等があった場合は、採択を取り消す場合がある。 
 
６．問い合わせ先 
（１）基礎調査全般について 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 
道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 
nil-itsd●ki.mlit.go.jp 
※メールアドレスは●を@に変換して送信して下さい。 

 
（２）貸与データの対象範囲・内容について 

一般財団法人 ITS サービス高度化機構 
企画調査部 調査研究室 調査役 村上 康 y-murakami●its-tea.or.jp 
            研究員 横田 尚己 n-yokota●its-tea.or.jp 
参  与            金澤 文彦 f-kanazawa●its-tea.or.jp 
※メールアドレスは●を@に変換して送信して下さい。 
 

 
（３）各地方整備局等での相談先（別紙） 
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（別紙） 
各地方整備局等での相談先 一覧  

  

地方整備

局等 
住所 担当 tel 

北 海 道

開発局  

〒060-8511 札幌市北区北 8条西 

2 丁目札幌第 1合同庁舎 

道路計画課 011-709-

2311  

東 北 地 方

整備局  

〒980-8602 仙台市青葉区本町 

3-3-1 仙台合同庁舎 B棟 

交通対策課 022-225-

2171  

関 東 地 方

整備局  

〒330-9724 さいたま市中央区 

新都心2-1 さいたま新都心合同庁

舎 2 号館 

交通対策課 048-601-

3151  

北 陸 地 方

整備局  

〒950-8801 新潟市中央区美咲町

1-1-1 新潟美咲合同庁舎 1号館 

道路計画課 025-280-

8880  

中 部 地 方

整備局  

〒460-8514 名古屋市中区三の丸 

2 丁目 5番 1号 三の丸庁舎 

交通対策課 052-953-

8178 

近 畿 地 方

整備局  

〒540-8586 大阪市中央区大手前

3-1-41 大手前合同庁舎  

道路計画第二

課  

06-6942-

1141  

中 国 地 方

整備局  

〒730-8530 広島市中区上八丁堀

6-30 広島合同庁舎 2号館  

交通対策課 082-221-

9231  

四 国 地 方

整備局  

〒760-8554 高松市サンポート 

3 番 33 号 

道路計画課 087-851-

8061  

九 州 地 方

整備局  

〒812-0013 福岡市博多区博多駅

東 2 丁目 10 番 7 号 福岡第二合同

庁舎 

交通対策課 092-476-

3534  

内閣府沖縄

総合事務局 

〒900-0006 那覇市おもろまち  

2 丁目 1番 1号 那覇第 2地方合同

庁舎 2号館 

道路管理課  098-866-

0031  

   



 

（単独申請用） 

【様式１】 

文  書  番  号 

令和  年  月  日 

 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 あて 

 

応 募 者 名 

代表者役職・氏名             

住      所 

 

ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査 参加申請書 

 

「ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査」調査協力者の公募要領に

同意した上で、当該調査への参加を下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

１．公募の名称  

ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査 調査協力者の公募 

 

２．添付書類 

・ 申請書 【様式２】 

・ 実施体制 【様式３】 

・ 参加要件②に示す「代表者となる地方公共団体がプローブデータを利活用した

実績があること」を確認できる資料（実績がある場合のみ） ←貴団体所有の

既存資料を想定。 

 

３．連絡先 

  担当者名 ：  

  所属・役職： 

  住所   ： 

  電話番号 ： 

E-mail   : 

以上 

※貴団体でお持ちの文書番号を記載→ 



 

【様式２】 

 

調査への参加申請書 

 
 
 
ETC2.0 プローブデ

ータの利活用目的 
貸与した ETC2.0 プローブデータの利活用目的を記

載。 
 
※調査協力者として採択を受けた後に、参加申請時点

では計画していなかった分析・利活用も試みることは

妨げません。 
 
例１）■■市●●地域の観光振興のため、自動車交通流動の実態

を把握する。 
例２）■■町内における交通安全対策実施箇所の優先度を検討す

るため、箇所別の自動車走行速度の実態や、急ブレーキ多

発箇所を調査する。 
例３）■■市●●地区において過年度から実施している渋滞対策

の効果を経年的に把握して取組改善につなげるため、関係

地域の旅行速度の変化を分析する。 
 

貸与を希望するプロ

ーブデータの時期・

対象 

利活用目的に応じて、貸与を希望する ETC2.0 プロー

ブデータの対象地域・対象期間を記載 
 
（注：調査協力者に貸与される ETC2.0 プローブデー

タは、対象地域は当該調査協力者の利活用目的に応じ

てデータが必要となる地域、対象期間は令和２年１月

分から令和８年３月分までのデータを抽出して貸与す

ることを想定しています。令和８年度分のデータ貸与

を希望された場合や、大量のデータ貸与を希望された

場合等においては、利活用目的や全調査協力者からの

貸与要望も踏まえて別途検討し、可否を決定します。

詳細は調査協力者の採択後に個別に相談・調整を行い

ます。なお、ETC2.0 プローブデータ集計処理の都合

青字は補足・記入例です 



 

から、希望地域・時期以外のデータも含む形で貸与す

る場合があります。） 
 
例１）■■市における令和７年度一年分のデータ一式 
例２）令和●年から令和７年の各年■月における、●●県内及び

▲▲県・××県から●●県■■市を訪れる自動車の流動が

分かるデータ一式 
 

ETC2.0 プローブデ

ータの利活用体制 
【様式３】のとおり 

ETC2.0 プローブデ

ータ利活用のための

予算・体制確保（見

込）状況 

ETC2.0 プローブデータの利活用のための予算額、費

目、確保状況等を記載 
 
例１）地方公共団体の単費で約●百万円を確保済 
例２）■■省の▲▲交付金（例：内閣府の「新しい地方経済・生

活環境創生交付金」）に応募・採択されており、この内の

約●百万円を用いて分析予定 
例３）■■省の▲▲事業で支援対象に採択されており、当該事業

で交付される補助金の内、約●百万円を用いて分析予定 
例４）試行対象に採択された場合は、●月議会にて補正予算約●

百万円を編成する予定 
例５）令和■年度から■■大学と共同研究を実施しており、■■

大学へ分析を委託する予定 
 

プローブデータ利活

用実績（必須事項で

はありません） 

使用したデータ、利活用手法、目的の概略を記載。ま

た、詳細を把握できる既存資料を別途添付（論文、検

討会資料、業務報告書等を想定） 
 
（注：ここでの利活用実績は、ETC2.0 プローブデー

タの利活用実績に限らず、民間企業等が収集・提供し

ている各種データの利活用実績も含みます。） 
 
※申請に際して利活用実績があることは必須ではあり

ませんが、申請者が多数の場合は利活用実績がある団

体を優位に評価する予定です。 
 



 

例１）■■市●●地域における観光シーズンの交通需要マネジメ

ントにおいて、××社が所有するビッグデータを用いた自

動車交通流動の分析を▲▲社に委託して実施した。 
別添：「令和■年度・×××××検討業務報告書（抜粋）」 
例２）■■町●●地域における通学路の危険箇所を把握するた

め、国土交通省●●国道事務所に依頼し、ETC2.0 プロー

ブデータを用いた路線別平均車両速度や急減速発生箇所の

分析結果の提供を受けた。 
別添：「令和■年■月・■■町交通安全対策会議・資料●」 
 

地方整備局等への事

前相談 
今回応募に先立ち貴団体が実施した、地方整備局等へ

の事前相談の相談先・相談日を記載 
 
例）令和８年●月■日に▲▲地方整備局××課に事前相談済。 
 

その他の留意事項  
 
  



 

【様式３】 

 
本調査における実施体制 

 
○ 体制 
 
 
 
 
 
 

（全体窓口となる部署と関係部署の関係が分かる体制図を添付） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 責任者及び参加者 

名前 組織・部署・役職 担当する業務内容 
○○ ○○ 
（責任者） 

  

●● ●● 
（主要参加者） 

  

■■ ■■ 
（主要参加者） 

  

□□ □□ 
（主要参加者） 

  

△△ △△ 
（主要参加者） 

  

▲▲ ▲▲ 
（主要参加者） 

  

※ 主要参加者は、最大 5 名まで記載する。 



 

（共同体での申請用） 

【様式１】 

文  書  番  号 

令和  年  月  日 

 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 あて 

 

応募者名（代表者） 

代表者役職・氏名             

住      所 

 

応 募 者 名 

代表者役職・氏名             

住      所 

 

応 募 者 名 

代表者役職・氏名             

住      所 

 

ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査 参加申請書 

 

「ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査」調査協力者の公募要領に

同意した上で、当該調査への参加を下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

１．公募の名称  

ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査 調査協力者の公募 

 

２．添付書類 

・ 申請書 【様式２】 

・ 実施体制 【様式３】 

・ 参加要件②に示す「代表者となる地方公共団体がプローブデータを利活用した

実績があること」を確認できる資料（実績がある場合のみ） ←代表者所有の

既存資料を想定。 

※代表者でお持ちの文書番号を記載→ 

代表者の「組織名」、「代表者役職・

氏名」、「住所」を記載 

代表者以外の「組織名」、「代表者

役職・氏名」、「住所」を記載 



 

 

３．連絡先 

  担当者名 ：  

  所属・役職： 

  住所   ： 

  電話番号 ： 

E-mail   : 

以上 

←代表者の連絡先及び連絡担当者を記載 



 

【様式２】 

 

調査への参加申請書 

 
 
 
ETC2.0 プローブデ

ータの利活用目的 
貸与した ETC2.0 プローブデータの利活用目的を記

載。 
 
※調査協力者として採択を受けた後に、参加申請時点

では計画していなかった分析・利活用も試みることは

妨げません。 
 
例１）■■市●●地域の観光振興のため、自動車交通流動の実態

を把握する。 
例２）■■町内における交通安全対策実施箇所の優先度を検討す

るため、箇所別の自動車走行速度の実態や、急ブレーキ多

発箇所を調査する。 
例３）■■市●●地区において過年度から実施している渋滞対策

の効果を経年的に把握して取組改善につなげるため、関係

地域の旅行速度の変化を分析する。 
 

貸与を希望するプロ

ーブデータの時期・

対象 

利活用目的に応じて、貸与を希望する ETC2.0 プロー

ブデータの対象地域・対象期間を記載 
 
（注：調査協力者に貸与される ETC2.0 プローブデー

タは、対象地域は当該調査協力者の利活用目的に応じ

てデータが必要となる地域、対象期間は令和２年１月

分から令和８年３月分までのデータを抽出して貸与す

ることを想定しています。令和８年度分のデータ貸与

を希望された場合や、大量のデータ貸与を希望された

場合等においては、利活用目的や全調査協力者からの

貸与要望も踏まえて別途検討し、可否を決定します。

詳細は調査協力者の採択後に個別に相談・調整を行い

ます。なお、ETC2.0 プローブデータ集計処理の都合

青字は補足・記入例です 



 

から、希望地域・時期以外のデータも含む形で貸与す

る場合があります。） 
 
例１）■■市における令和７年度一年分のデータ一式 
例２）令和●年から令和７年の各年■月における、●●県内及び

▲▲県・××県から●●県■■市を訪れる自動車の流動が

分かるデータ一式 
 

ETC2.0 プローブデ

ータの利活用体制 
【様式３】のとおり 

ETC2.0 プローブデ

ータ利活用のための

予算・体制確保（見

込）状況 

ETC2.0 プローブデータの利活用のための予算額、費

目、確保状況等を記載 
 
例１）地方公共団体の単費で約●百万円を確保済 
例２）■■省の▲▲交付金（例：内閣府の「新しい地方経済・生

活環境創生交付金」）に応募・採択されており、この内の

約●百万円を用いて分析予定 
例３）■■省の▲▲事業で支援対象に採択されており、当該事業

で交付される補助金の内、約●百万円を用いて分析予定 
例４）試行対象に採択された場合は、●月議会にて補正予算約●

百万円を編成する予定 
例５）令和■年度から■■大学と共同研究を実施しており、■■

大学へ分析を委託する予定 
 

プローブデータ利活

用実績（必須事項で

はありません） 

使用したデータ、利活用手法、目的の概略を記載。ま

た、詳細を把握できる既存資料を別途添付（論文、検

討会資料、業務報告書等を想定） 
 
（注：ここでの利活用実績は、ETC2.0 プローブデー

タの利活用実績に限らず、民間企業等が収集・提供し

ている各種データの利活用実績も含みます。） 
 
※申請に際して利活用実績があることは必須ではあり

ませんが、申請者が多数の場合は利活用実績がある団

体を優位に評価する予定です。 
 



 

例１）■■市●●地域における観光シーズンの交通需要マネジメ

ントにおいて、××社が所有するビッグデータを用いた自

動車交通流動の分析を▲▲社に委託して実施した。 
別添：「令和■年度・×××××検討業務報告書（抜粋）」 
例２）■■町●●地域における通学路の危険箇所を把握するた

め、国土交通省●●国道事務所に依頼し、ETC2.0 プロー

ブデータを用いた路線別平均車両速度や急減速発生箇所の

分析結果の提供を受けた。 
別添：「令和■年■月・■■町交通安全対策会議・資料●」 
 

地方整備局等への事

前相談 
今回応募に先立ち貴団体が実施した、地方整備局等へ

の事前相談の相談先・相談日を記載 
 
例）令和８年●月■日に▲▲地方整備局××課に事前相談済。 
 

その他の留意事項  
 
  



 

【様式３】 

 
本調査における実施体制 

 
○ 体制 
 
 
 
 
 
 

（全体窓口となる部署と関係部署の関係が分かる体制図を添付） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 責任者及び参加者 

名前 組織・部署・役職 担当する業務内容 
○○ ○○ 
（責任者） 

  

●● ●● 
（主要参加者） 

  

■■ ■■ 
（主要参加者） 

  

□□ □□ 
（主要参加者） 

  

△△ △△ 
（主要参加者） 

  

▲▲ ▲▲ 
（主要参加者） 

  

※ 主要参加者は、最大 5 名まで記載する。 



   

 
ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査の施行に関する基本協定 

 
国土交通省国土技術政策総合研究所（以下「甲」という。）、国土交通省道路局（以下「乙」とい

う。）及び●●●市（注：調査協力者となる地方公共団体名。地方公共団体を含む共同体での参加

の場合は共同体名となる。）（以下「丙」という。）は、ETC2.0 プローブデータのオープン化に向

けた基礎調査（以下「本調査」という。）の施行について、次のとおり基本協定（以下「本協定」

という。）を締結する。 
 
（目的） 
第１条 本協定は、本調査を施行するための基本的事項を定めることにより、本調査の適正かつ

円滑な施行を図ることを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 ETC2.0 プローブデータとは、道路上に設置された ETC2.0 路側機と車両に設置された

ETC2.0 車載器との間の通信により収集された車両の情報、走行履歴、挙動履歴で構成さ

れ、かつ個別の車両が特定できないよう処理されたデータをいう。 
 
（相互協力） 
第３条 甲、乙及び丙は、本調査の施行にあたり、相互に協力するものとする。 
 
（適用範囲と実験位置） 
第４条 本協定の適用範囲は、本調査の運営・管理に係るものとする。 
 
（実施主体） 
第５条 実施主体は甲とする。 
 
（施行区分） 
第６条 施行区分は、別添図書－１のとおりとする。 
 
（ETC2.0 プローブデータの貸与） 
第７条 甲は、「プローブ情報の利用及び取り扱いについて（平成 27 年７月改定）」及び「車載器

の ID 付きプローブ情報の利用及び取り扱い方針（平成 27 年７月）」の規定並びに調査

の目的を踏まえ、丙に対して、今回の調査において必要なデータの抽出・処理を行う者

（一般財団法人 ITS サービス高度化機構）を介して ETC2.0 プローブデータを無償で貸

与する。丙は、貸与された ETC2.0 プローブデータの第三者への開示又は提供を行わな

いものとする。 
 
（調査成果の公開・開示・提供） 



   

第８条 乙は、甲より提供を受けた調査成果を第三者へ開示または提供を行う場合は、あらかじ

め甲の承諾を得るものとする。 
２ 調査成果のうち未公開の部分を第三者へ開示又は提供する場合、調査成果の作成者は、

甲、乙及び丙に事前の承諾を得るものとする。ただし、調査成果の作成者が自身で取得

したデータのみを用いた調査成果を公開・開示・提供する場合、または丙が甲に提出し

た調査成果を甲が第三者へ公開・開示・提供する場合は、この限りではない。 
 
（秘密保持） 
第９条 甲は、ETC2.0 プローブデータの使用に関する遵守事項（以下「遵守事項」という。）を 

定める。丙は、遵守事項を遵守する旨を記載した誓約書を甲へ提出した上で、貸与され 
た ETC2.0 プローブデータを適切に取り扱うものとする。 

 
（知的財産権） 
第１０条 本調査の施行により得られた調査成果の知的財産権は、各調査成果を作成した者が所

有する。貸与された ETC2.0 プローブデータを用いて作成した成果の知的財産権は、

丙が所有する。ただし、丙は、貸与された ETC2.0 プローブデータを用いて作成した

成果を甲と共有する。なお、甲及び丙は、調査成果を乙と共有することを前提に、必

要な各種調整を行うものとする。 
 
（有効期間） 
第１１条 本協定の有効期間は、締結日から令和９年３月３１日までとする。 
 
（協定の変更） 
第１２条 本協定を変更する必要が生じた場合には、別途甲、乙及び丙が協議のうえ変更する。 
 
（その他） 
第１３条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義を生じた事項については、その都度甲、乙

及び丙が協議して定める。 
 
 本協定の証として、本書●通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
令和８年●月●日 

 
             甲  茨城県つくば市旭 1 番地 

国土交通省 
                  国土技術政策総合研究所長  佐藤 寿延 

 
              乙  東京都千代田区霞が関２丁目１番地３ 

国土交通省 



   

                  道路局長          沓掛 敏夫 
 
              丙  ■■県●●●市××町▲番地 

        ●●●市長  ●● ●● 
 
 

  



   

別添図書―１ 
 

項目 施行区分 

ETC2.0 プローブデータのオープン化に向けた基礎調査の実施 甲 

ETC2.0 プローブデータの貸与 甲 

ETC2.0 プローブデータを用いた成果の作成 丙 
 
 



ETC2.0プローブデータを用いて、速度低下の顕著な区間を特定し、同区間を通行する車両
の走行経路を可視化。

旅行速度分析・走行経路分析の例（山梨県）
別添２

■分析に用いたデータ：ETC2.0プローブデータ（2024.9.21-23, 10月）
■分析内容：

■今後の活用：分析結果をTDM施策（経路変更等）の検討に活用予定

走行経路に関する分析旅行速度に関する分析

渋滞区間を通過する車両の走行経路や主な方面を可視化。旧甲州街道及び周辺道路を対象に、通常時と観光時（SW）の平均
12h速度の差分を可視化。

分析
方法

渋滞区間を通過する車両の大半は、山梨市・塩山方面から
勝沼ICを経由

旧甲州街道の一部区間（県道38号：上町～柏尾）で、通常時に比
べて観光時の方が、速度低下が顕著であることが確認された。

結果
概要

出典：山梨県資料



ETC2.0プローブデータを用いて、観光地での車両走行経路や急挙動発生箇所を可視化。

走行経路分析・急挙動分析の例（大分県由布市）

出典：由布市資料

金鱗湖周辺に滞在した車両の経路 急挙動発生箇所（急ブレーキ発生状況）

■分析に用いたデータ：ETC2.0プローブデータ（2024.4.26-5.6）
■分析内容：

観光ピーク時や土日祝の慢性的な交通渋滞、幅員が狭い市道への車両集中、 駐車場待ちの
「さまよい交通」などが課題である観光地（金鱗池周辺）の車両走行経路や急挙動などを抽
出・可視化し、ボトルネック箇所や危険個所を整理

■今後の活用：分析結果を基に対策を検討し、具体的な取組みを実施する予定



交通安全対策への活用に向けた急挙動データの一部公開

〇地方公共団体における交通安全対策へのETC2.0プローブデータの活用を促進するため、ゾーン30プ
ラス10地区の急挙動データ及びその活用方法を示した解説書を６月上旬までに公開予定。

急挙動データの一部公開

〇ゾーン30プラス10地区の急挙動データを下記「道路デー
タプラットフォーム」のウェブサイトに公開
https://www.xroad.mlit.go.jp/

【千葉県市原市ちはら台南６丁目地区の例】

〇急挙動データと事故データ等を重ね合わせて、

危険箇所を抽出し、対策箇所を検討する方法等

を記載した解説書を公表

▲公開するETC2.0の急挙動データ（令和６年４月から令和７年３月までの１年間のデータ） ▲データ重ね合わせによる危険箇所抽出のイメージ

主要道路の信号未設置交差点で事故
が発生しており、急減速及びヒヤリハッ
ト体験も多い。

主要道路と遊歩道の交差
部で、死亡事故が発生して
おり、急減速及びヒヤリ
ハット体験も多い。

急減速
発生率

急減速
発生件数

流出
ノード

流入
ノード

0.003643114310446
007066110446

0.0314617078010599
0.0112317079510599
0.00962684410599
0.0457611996510599

00114810699
0.054012164810699
0.1170827123810699

007570010699
0.0017411089010888
0.009181188010888

007124710888
007579710888

0.0121661088810890
0.0132241089210890
0.0189717124710890
0.0072321089010892
0.0036531089410892
0.0278827072610892
0.0563217580410892

道路区間を表す情報

道路区間ごとの急減

速発生件数や急減速

発生率を地図上に表

示するなど、

地方公共団体自ら

がデータ分析可能

急挙動データ活用の解説書の公表

別添３


